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持続性の高い農業生産方式の導入に関する実施要領 

 

制  定 平成12年３月21日農産第 2800号 

一部改正 平成13年12月25日農産第 4191号 

一部改正 平成14年４月１日農産第  104号 

一部改正 平成17年２月７日農畜第10203号 

一部改正 平成19年２月13日農畜第 3908号 

一部改正 平成19年６月１日農安第 599号 

一部改正 平成23年５月19日農安第 405号 

一部改正 平成29年３月31日生流第 3775号 

一部改正 令和 3年４月１日生流第 2104号 

第１ 目 的 

 農業が将来にわたってその多様な機能を発揮していくためには、環境と調和した持続的な農業生産を行って

いくことが重要である。 

 このため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１０号。以下「法」

という。）に基づき、たい肥等を活用した土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う「持

続性の高い農業生産方式の導入指針」（以下「県指針」という。）を策定するとともに、「県指針」に基づく

農業生産を行おうとする農業者を認定・援助する。 

 

第２ 「県指針」の策定及び公表 

１ 「県指針」の策定  

 県は、持続性の高い農業を推進するため、たい肥等の施用技術や化学肥料低減技術、化学合成農薬低減技術

等を内容とする「県指針」を策定する。 

 

２ 「県指針」の公表 

 県は、「県指針」を策定したとき又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。 

 

第３ 「県指針」に基づく導入計画の認定 

１  導入計画の提出 

 県が策定した「県指針」に基づく農業生産を行おうとする農業者は、別紙様式１により導入計画を作成し、

農林総合事務所を経由して知事に提出し、導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

 (1) 導入計画は、毎年度５月・１１月・２月の各月1日から末日まで及び６月１日から８月末日までの間を受

付期間とする。 

 (2) 知事は、提出された書類を確認した上で、特別の理由がない限り受理するものとする。なお、受理しな

  い場合は、その理由を申請者に通知するものとする。 

 

２  導入計画の認定 

 知事は、農業者から提出のあった導入計画について、次のすべての基準を満たしている場合には、これを認

定するものとする。 

 (1) 導入計画が、県指針に照らし適切なものであること。 

 (2) 目標年度において導入農作物の作付け面積の１／２以上を、県指針の生産方式で占めること。 

 (3) 導入計画の達成される見込みが確実であること。 

 (4) その他、法第４条第２項第２号及び第３号に掲げる事項が、同項第１項の目標を達成するため適切なも

  のであること。 

 (5) 導入計画を終了して再度認定を受ける場合については、前計画の達成度等を踏まえ、導入計画が適切な

  ものであること。 

 

３  導入計画の変更等 

 前項の認定を受けた農業者（以下「エコ農業者」という。）は、次の事項について認定導入計画を変更しよ

うとするときは、別紙様式２により知事の認定を受けなければならない。 

 (1) 法第２条で定義される、導入技術の変更 

 (2) 認定された作物の変更 

 

４  導入計画の取り消し 

 (1)知事は、エコ農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業を実施していないと認められる場合は、そ

の認定を取り消すことができる。 



  (2)認定期間が終了して３年目までは農業者に通知するが、３年を超えた農業者に対しては農業者本人の意思

表示が無い場合認定を取り消すことができる。 

 

５ 導入計画の終了 

 認定を受けた導入計画については、認定計画の目標年度末日をもって終了する。 

 エコ農業者は、終了年度の２月末日までに、別紙様式４により導入計画の実績を報告するものとする。 

 

６ 導入計画の取り下げ 

 エコ農業者は、認定導入計画に従った持続性の高い農業の導入ができなくなった場合は、別紙様式５により

認定を取り下げることができる。 

 

 

第４  エコ農業者の特例措置 

 第３の２により認定を受けたエコ農業者は、次の特例措置を受けることができる。 

１  農業改良資金の貸付に関する特例 

 償還期間の延長（１０年（うち据置期間３年）→１２年（同５年）） 
 

 

第５  エコ農業者への援助 

１  エコ農業者に対する認定導入計画の達成を促進するため、農林総合事務所は、導入計画の策定の指導・助

 言及び技術指導等に努める。 

 

２ エコ農業者が認定導入計画に従って生産した農産物を消費者に周知し、その販売促進を図るため、その表

 示に関し必要な事項を別に定める。 

 

第６  実施状況についての報告 

 知事は、必要に応じて、エコ農業者に対し、別紙様式３により認定導入計画の実施状況について報告を求め

ることができる。 

 

 

  附則    この要領は、平成１２年３月２１日から施行する。 

  附則    この要領は、平成１３年１２月２５日から施行する。 

  附則    この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附則    この要領は、平成１７年２月７日から施行する。 

  附則    この要領は、平成１９年２月１３日から施行する。 

  附則    この要領は、平成１９年６月１日から施行する。 

附則    この要領は、平成２３年５月１９日から施行する。 

附則  この要領は、平成２９年３月３１日から施行する。 

附則  この要領は、令和 ３年４月１日から施行する。 
 


